
議案第３２号 

 

 

北広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ 
いて 

 

 

 北広島市国民健康保険税条例（平成１３年北広島市条例第３号）の

一部を別紙のとおり改正いたしたい。 

 

 

  令和８年３月２日提出 

 

                北広島市長 上 野 正 三   

 

 

提案理由 

 

 国民健康保険税の基礎課税限度額等を引き上げるとともに、子ども・

子育て支援金制度の創設に伴い、所要の改正を行うものです。 
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   北広島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

北広島市国民健康保険税条例(平成13年北広島市条例第3号)の一部を次のように改正

する。 
改正後 改正前 

(課税額) (課税額) 

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の

課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の

合算額とする。 

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の

課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の

合算額とする。 

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健

康保険に関する特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法

(昭和33年法律第192号)第75条の7第1項の国民

健康保険事業費納付金(次号及び第3号におい

て「国民健康保険事業費納付金」という。)の

納付に要する費用のうち、道の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医

療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

の規定による後期高齢者支援金等(次号におい

て「後期高齢者支援金等」という。)、介護保

険法(平成9年法律第123号)の規定による納付

金(第3号において「介護納付金」という。)及

び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)

の規定による子ども・子育て支援納付金(以下

この条において「子ども・子育て支援納付金」

という。)の納付に要する費用に充てる部分を

除く。)に充てるための国民健康保険税の課税

額をいう。以下同じ。) 

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健

康保険に関する特別会計において負担する国

民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法

(昭和33年法律第192号)第75条の7第1項の国民

健康保険事業費納付金(次号及び第3号におい

て「国民健康保険事業費納付金」という。)の

納付に要する費用のうち、道の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医

療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

の規定による後期高齢者支援金等(次号におい

て「後期高齢者支援金等」という。)及び介護

保険法(平成9年法律第123号)の規定による納

付金(第3号において「介護納付金」という。)

の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に

充てるための国民健康保険税の課税額をいう。

以下同じ。) 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国民健康

保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用(道の国民健康保険に関する特

別会計において負担する子ども・子育て支援納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。)に充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。) 

 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の

世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が66万円を超える場

合においては、基礎課税額は、66万円とする。 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の

世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が65万円を超える場

合においては、基礎課税額は、65万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世

帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

26万円を超える場合においては、後期高齢者支援

金等課税額は、26万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世

帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別

平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

24万円を超える場合においては、後期高齢者支援

金等課税額は、24万円とする。 

4 略 4 略 

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金課税額 
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改正後 改正前 

は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する1

8歳以上被保険者(地方税法(昭和25年法律第226

号。以下「法」という。)第703条の4第30項に規

定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)に

つき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算

した額とする。 

  

 (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所

得割額) 

 (国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所

得割額) 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する

年の前年の所得に係る法第314条の2第1項に規定

する総所得金額及び山林所得金額の合計額から

同条第2項の規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。)に100分の8.42を乗じ

て算定する。 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する

年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第

226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に

規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第2項の規定による控除をした後の総所

得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控

除後の総所得金額等」という。)に100分の8.42

を乗じて算定する。 

  

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世

帯別平等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世

帯別平等割額) 

第6条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号

に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

第6条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号

に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保

険法第6条第8号の規定により被保険者の資格

を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)以後

5年を経過する月までの間にあるもの(当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第6条の4、第10条の5及び第24条第1

項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一

世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって特定月以後5年を経過する

月の翌月から特定月以後8年を経過する月まで

の間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。)をいう。第3号、第6条の4、

第10条の5及び第24条第1項において同じ。)以

外の世帯 2万6,600円 

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保

険法第6条第8号の規定により被保険者の資格

を喪失した者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被

保険者が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)以後

5年を経過する月までの間にあるもの(当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をい

う。次号、第6条の4及び第24条第1項において

同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者

と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であって特定月以後5年を経過する月の翌月か

ら特定月以後8年を経過する月までの間にある

もの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に

限る。)をいう。第3号、第6条の4及び第24条第

1項において同じ。)以外の世帯 2万6,600円 

(2)及び(3) 略 (2)及び(3) 略 

  

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割

額) 

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割

額) 

第10条 略 第10条 略 

  

 (国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の所得割額) 
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改正後 改正前 

第10条の2 第2条第5項の所得割額は、子ども・子

育て支援納付金課税被保険者に係る基礎控除後

の総所得金額等に100分の0.29を乗じて算定す

る。 

 

  

 (国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の被保険者均等割額) 

 

第10条の3 第2条第5項の被保険者均等割額は、被

保険者1人について1,000円とする。 

 

  

 (18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納

付金課税額の18歳以上被保険者均等割額) 

 

第10条の4 第2条第5項の18歳以上被保険者均等割

額は、18歳以上被保険者1人について100円とす

る。 

 

  

 (国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の世帯別平等割額) 

 

第10条の5 第2条第5項の世帯別平等割額は、次の

各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各

号に定める額とする。 

 

 (1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,

000円 

 

 (2) 特定世帯 500円  

 (3) 特定継続世帯 750円  

  

(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第24条 次の各号のいずれかに該当する国民健康

保険税の納税義務者に対して課する国民健康保

険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア

及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が66万円を超える場合には、66万円)、

同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額

して得た額が26万円を超える場合には、26万円)

並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17万円)の

合算額とする。 

第24条 次の各号のいずれかに該当する国民健康

保険税の納税義務者に対して課する国民健康保

険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア

及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が65万円を超える場合には、65万円)、

同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から

ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額

して得た額が24万円を超える場合には、24万円)

並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17万円)の

合算額とする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

2 略 2 略 

     附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

 (適用区分) 

2 改正後の北広島市国民健康保険前条例の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 
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議案第３３号 

 

 

北広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

運営に関する基準を定める条例及び北広島市家庭的保育 

事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例について 

 

 

北広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例（平成２６年北広島市条例第３３号）及び北広島

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年北広島市条例第３４号）の一部を別紙のとおり改正いたしたい。 

 

 

  令和８年３月２日提出 

 

                北広島市長 上 野 正 三   

 

 

提案理由 

 

 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）の一

部の施行に伴い、所要の改正を行うものです。 
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北広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

を定める条例及び北広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例 

 

(北広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正) 

第1条 北広島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例(平成26年北広島市条例第33号)の一部を次のように改正する。 
改正後 改正前 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、法、子

ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213

号)及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営

に関する基準(平成26年内閣府令第39号)におい

て使用する用語の例による。 

第2条 この条例において使用する用語は、法及び

子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213

号)において使用する用語の例による。 

2 略 2 略 

  

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第6条 略 第6条 略 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。)は、利用の申

込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前

子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている教育認定子どもの総数が、当該特定教育・

保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合におい

ては、抽選、申込みを受けた順序により決定する

方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法(第4項において「選考方法」とい

う。)により選考しなければならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。)は、利用の申

込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前

子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用し

ている同号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特

定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合

においては、抽選、申込みを受けた順序により決

定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の

教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選

考その他公正な方法により選考しなければなら

ない。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に

限る。以下この項において同じ。)は、利用の申

込みに係る法第19条第2号又は第3号に掲げる小

学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している満3歳以上保育認定子ども又は

満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認

定子どもを除く。)の総数が、当該特定教育・保

育施設の同条第2号又は第3号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超え

る場合においては、教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保

育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育

給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考

するものとする。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に

限る。以下この項において同じ。)は、利用の申

込みに係る法第19条第2号又は第3号に掲げる小

学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している同条第2号又は第3号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同

条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必

要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受け

る必要性が高いと認められる教育・保育給付認定

子どもが優先的に利用できるよう、選考するもの

とする。 

4 前2項の特定教育・保育施設は、選考方法又は前

項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育

給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなけ

ればならない。 

4 前2項に規定する場合においては、特定教育・保

育施設は、これらの項に規定する選考の方法をあ

らかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上

で、当該選考を行わなければならない。 

5 略 5 略 
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改正後 改正前 

  

(あっせん、調整及び要請に対する協力) (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第7条 略 第7条 略 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に

限る。以下この項において同じ。)は、保育認定

子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用につ

いて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第

3項(同法第73条第1項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。)の規定により市町村が行う

調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に

限る。以下この項において同じ。)は、法第19条

第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特

定教育・保育施設の利用について児童福祉法(昭

和22年法律第164号)第24条第3項(同法第73条第1

項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に

対し、できる限り協力しなければならない。 

  

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第13条 略 第13条 略 

2及び3 略 2及び3 略 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額

のほか、特定教育・保育において提供される便宜

に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を教育・保育給付認定保護者から受けることがで

きる。 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額

のほか、特定教育・保育において提供される便宜

に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払

を教育・保育給付認定保護者から受けることがで

きる。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要

する費用 

(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要

する費用 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、その教育・

保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付

認定保護者と同一の世帯に属する者に係る

市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又

は(イ)に定める金額未満であるものに対す

る副食の提供 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、その教育・

保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付

認定保護者と同一の世帯に属する者に係る

市町村民税所得割合算額がそれぞれ(ア)又

は(イ)に定める金額未満であるものに対す

る副食の提供 

(ア) 教育認定子ども 7万7,101円 (ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 7万7,101円 

(イ) 満3歳以上保育認定子ども(特定満3歳

以上保育認定子どもを除く。イ(イ)におい

て同じ。) 5万7,700円(子ども・子育て支

援法施行令第4条第2項第6号に規定する特

定教育・保育給付認定保護者にあっては、

7万7,101円) 

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。

イ(イ)において同じ。) 5万7,700円(子ど

も・子育て支援法施行令第4条第2項第6号

に規定する特定教育・保育給付認定保護者

にあっては、7万7,101円) 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、負担額算定

基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども

(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部の第1学年から第3学年ま

でに在籍する子どもをいう。以下このイにお

いて同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合

にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当

するものに対する副食の提供(アに該当する

ものを除く。) 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満3歳以上教

育・保育給付認定子どものうち、負担額算定

基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども

(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部の第1学年から第3学年ま

でに在籍する子どもをいう。以下このイにお

いて同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合

にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当

するものに対する副食の提供(アに該当する

ものを除く。) 

(ア) 教育認定子ども 負担額算定基準子 (ア) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前
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改正後 改正前 

ども又は小学校第3学年修了前子ども(そ

のうち最年長者及び2番目の年長者である

者を除く。)である者 

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども又は小学校第3

学年修了前子ども(そのうち最年長者及び

2番目の年長者である者を除く。)である者 

(イ) 満3歳以上保育認定子ども 負担額算

定基準子ども(そのうち最年長者及び2番

目の年長者である者を除く。)である者 

(イ) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども(そのうち最年

長者及び2番目の年長者である者を除く。)

である者 

ウ 略 ウ 略 

(4)及び(5) 略 (4)及び(5) 略 

5及び6 略 5及び6 略 

  

(運営規程) (運営規程) 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程(第23条に

おいて「運営規程」という。)を定めておかなけ

ればならない。 

第20条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の

運営についての重要事項に関する規程(第23条に

おいて「運営規程」という。)を定めておかなけ

ればならない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了

に関する事項並びに特定教育・保育施設の利用

に当たっての留意事項(第6条第2項に規定する

選考方法及び同条第3項に規定する選考の方法

を含む。) 

(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了

に関する事項並びに特定教育・保育施設の利用

に当たっての留意事項(第6条第2項及び第3項

に規定する選考の方法を含む。) 

(8)～(11) 略 (8)～(11) 略 

  

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止) 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育

給付認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10

第1項各号(幼保連携型認定こども園である特定

教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園

法第27条の2第1項各号、学校教育法第1条に規定

する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあ

っては、同法第28条第2項において準用する認定

こども園法第27条の2第1項各号)に掲げる行為そ

の他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害

な影響を与える行為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育

給付認定子どもに対し、児童福祉法第33条の10

第1項各号(幼保連携型認定こども園である特定

教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園

法第27条の2第1項各号、幼稚園である特定教育・

保育施設の職員にあっては、学校教育法第28条第

2項において準用する認定こども園法第27条の2

第1項各号)に掲げる行為その他当該教育・保育給

付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為

をしてはならない。 

  

(特別利用保育の基準) (特別利用保育の基準) 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下

この条において同じ。)が教育認定子どもに対し

特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1

項第3号に規定する基準を遵守しなければならな

い。 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下

この条において同じ。)が法第19条第1号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに対し特別利用保育を提供する場合に

は、法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守し

なければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育

に係る教育認定子ども及び当該特定教育・保育施

設を現に利用している満3歳以上保育認定子ども

の総数が、第4条第2項第3号の規定により定めら

れた法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員の総数を超えないものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育

に係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該

特定教育・保育施設を現に利用している同条第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第
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3号の規定により定められた法第19条第2号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数

を超えないものとする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、特定教育・保育に

は特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型

給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をい

う。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含む

ものとして、この章(第6条第3項及び第7条第2項

を除く。)の規定を適用する。この場合において、

第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同

じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利

用保育を提供している施設に限る。以下この項に

おいて同じ。)」と、「教育認定子ども」とある

のは「教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子

ども」と、「同号」とあるのは「同条第2号」と、

第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」

とあるのは「法第28条第2項第2号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第4項第3号イ(ア)中「教育認定子ども」とあるの

は「教育認定子ども(特別利用保育を受ける者を

除く。)」と、同号イ(イ)中「満3歳以上保育認定

子ども」とあるのは「満3歳以上保育認定子ども

(特別利用保育を受ける者を含む。)」とする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、特定教育・保育に

は特別利用保育を、施設型給付費には特例施設型

給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をい

う。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含む

ものとして、この章(第6条第3項及び第7条第2項

を除く。)の規定を適用する。この場合において、

第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども

園又は幼稚園に限る。以下この項において同

じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利

用保育を提供している施設に限る。以下この項に

おいて同じ。)」と、「同号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「同号又は同条第2号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に

掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第2号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定

子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、

同号イ(イ)中「教育・保育認定子ども」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども(特別利用保育を

受ける者を含む。)」とする。 

  

(特別利用教育の基準) (特別利用教育の基準) 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下

この条において同じ。)が満3歳以上保育認定子ど

もに対し、特別利用教育を提供する場合には、法

第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなけ

ればならない。 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下

この条において同じ。)が法第19条第2号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合に

は、法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守し

なければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育

に係る満3歳以上保育認定子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している教育認定子ども

の総数が、第4条第2項第2号の規定により定めら

れた法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員の総数を超えないものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育

に係る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該

特定教育・保育施設を現に利用している同条第1

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第

2号の規定により定められた法第19条第1号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員の総数

を超えないものとする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、特定教育・保育に

は特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型

給付費を、それぞれ含むものとして、この章(第6

条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用す

る。この場合において、第6条第2項中「利用の申

込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、特定教育・保育に

は特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型

給付費を、それぞれ含むものとして、この章(第6

条第3項及び第7条第2項を除く。)の規定を適用す

る。この場合において、第6条第2項中「利用の申

込みに係る法第19条第1号に掲げる小学校就学前
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子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第1

9条第2号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教

育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は

満3歳以上保育認定子ども」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあ

るのは「同条第1号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員」と、第13条第2項中「法

第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第

28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ

(ア)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定

子ども(特別利用教育を受ける者を含む。)」と、

同号イ(イ)中「満3歳以上保育認定子ども」とあ

るのは「満3歳以上保育認定子ども(特別利用教育

を受ける者を除く。)」とする。 

子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第1

9条第2号に掲げる小学校就学前子ども」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「同条第1

号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」

とあるのは「同条第1号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員」と、第13条第2項中

「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは

「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第4項第3

号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育

を受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給

付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除

く。)」とする。 

  

第37条 略 第37条 略 

2 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模

保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業を行

う者をいう。以下同じ。)を除く。)は、次の各号

に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地域

型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定め

る利用定員を、満1歳に満たない小学校就学前子

どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分し

て定めるものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種

類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地

域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保

育事業所」という。)ごとに、法第19条第3号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所

内保育事業(児童福祉法第6条の3第12項に規定す

る事業所内保育事業をいう。以下同じ。)を行う

事業所にあっては、家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇

用する労働者の監護する小学校就学前子どもを

保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設

を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前

子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に

係るものにあっては事業主団体の構成員である

事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学

前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条の3

第12項第1号ハに規定する共済組合等をいう。)

に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号

ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監

護する小学校就学前子どもとする。)及びその他

の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第3

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員

とする。)を、満1歳に満たない小学校就学前子ど

もと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して

定めるものとする。 

 (1) 家庭的保育事業、満3歳未満等小規模保育事

業及び居宅訪問型保育事業 法第19条第3号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

 

 (2) 事業所内保育事業 法第43条第3項に規定

する労働者等監護満3歳未満小学校就学前子ど

もに係る利用定員及びその他の法第19条第3号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 
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3 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模

保育事業者に限る。)は、満三歳以上限定小規模

保育事業を行う事業所ごとに、法第19条第2号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定

めるものとする。 

 

  

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第39条 略 第39条 略 

2 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模

保育事業者を除く。)は、利用の申込みに係る法

第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども及び特

定地域型保育事業所を現に利用している満3歳未

満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ど

もを除く。以下この章(第43条第1項を除く。)に

おいて同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事

業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分

に係る利用定員の総数を超える場合においては、

教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満3歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る

法第19条第3号に掲げる小学校就学前子ども及び

特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳

未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子

どもを除く。以下この章において同じ。)の総数

が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小

学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数

を超える場合においては、教育・保育給付認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満

3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

3 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模

保育事業者に限る。)は、利用の申込みに係る法

第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの数及

び特定地域型保育事業所を現に利用している満3

歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型

保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、法第20条第4項の規定による認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3

歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

 

4 前2項の特定地域型保育事業者は、前2項に規定

する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定

保護者に明示した上で、当該選考を行わなければ

ならない。 

3 前項に規定する場合においては、特定地域型保

育事業者は、同項に規定する選考の方法をあらか

じめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、

当該選考を行わなければならない。 

5 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体

制の確保が困難である場合その他利用申込者に

係る保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育

を提供することが困難である場合は、第42条第1

項に規定する連携施設その他の適切な特定教

育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する

等の適切な措置を速やかに講じなければならな

い。 

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体

制の確保が困難である場合その他利用申込者に

係る満3歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な

教育・保育を提供することが困難である場合は、

第42条第1項に規定する連携施設その他の適切な

特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹

介する等の適切な措置を速やかに講じなければ

ならない。 

  

(あっせん、調整及び要請に対する協力) (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第40条 略 第40条 略 

2 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに係

る特定地域型保育事業の利用について児童福祉

法第24条第3項(同法第73条第1項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。)の規定により市

2 特定地域型保育事業者は、法第19条第1項第3号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する満3歳未

満保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の

利用について児童福祉法第24条第3項(同法第73
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町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。 

条第1項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請

に対し、できる限り協力しなければならない。 

  

(心身の状況等の把握) (心身の状況等の把握) 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供に当たっては、保育認定子どもの心身の状

況、その置かれている環境、他の特定教育・保育

施設等の利用状況等の把握に努めなければなら

ない。 

第41条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の提供に当たっては、満3歳未満保育認定子ども

の心身の状況、その置かれている環境、他の特定

教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなけ

ればならない。 

  

(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携) 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事

業を行う者を除く。以下この項から第7項までに

おいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確

実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に

提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力

を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連

携施設」という。)を適切に確保しなければなら

ない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であ

ると市が認める地域において特定地域型保育事

業を行う特定地域型保育事業者については、この

限りでない。 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事

業を行う者を除く。以下この項から第7項までに

おいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確

実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に

提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力

を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連

携施設」という。)を適切に確保しなければなら

ない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であ

ると市が認める地域において特定地域型保育事

業を行う特定地域型保育事業者については、この

限りでない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている保育認

定子どもに集団保育を体験させるための機会

の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な

特定地域型保育事業者に対する相談、助言その

他の保育の内容に関する支援(次項において

「保育内容支援」という。)を実施すること。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満3歳

未満保育認定子どもに集団保育を体験させる

ための機会の設定、特定地域型保育の適切な提

供に必要な特定地域型保育事業者に対する相

談、助言その他の保育の内容に関する支援(次

項において「保育内容支援」という。)を実施

すること。 

(2) 略 (2) 略 

(3) 当該特定地域型保育事業者(満三歳以上限

定小規模保育事業者を除く。第6項、第7項、第

11項及び第12項において同じ。)により特定地

域型保育(満三歳以上限定小規模保育事業を除

く。第6項、第7項及び第12項において同じ。)

の提供を受けていた満3歳未満保育認定子ども

(事業所内保育事業を利用する満3歳未満保育

認定子どもにあっては、第37条第2項に規定す

るその他の法第19条第3号に掲げる小学校就学

前子どもに限る。第6項第1号において同じ。)

を、当該特定地域型保育の提供の終了に際し

て、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き

続き当該連携施設において受け入れて教育・保

育を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域

型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定

子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未

満保育認定子どもにあっては、第37条第2項に

規定するその他の小学校就学前子どもに限る。

以下この号及び第6項第1号において同じ。)を、

当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当

該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育

給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該

連携施設において受け入れて教育・保育を提供

すること。 

2～6 略 2～6 略 

7 前項(同項第2号に係る部分に限る。)の場合にお

いて、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第5

9条第1項に規定する施設のうち次に掲げるもの

(入所定員が20人以上のものに限る。)又は満三歳

以上限定小規模保育事業を行う事業所であって、

7 前項(同項第2号に係る部分に限る。)の場合にお

いて、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第5

9条第1項に規定する施設のうち次に掲げるもの

(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、

市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる
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市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる

事項に係る連携協力を行う施設として適切に確

保しなければならない。 

事項に係る連携協力を行う施設として適切に確

保しなければならない。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

8 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模

保育事業者に限る。)は、第1項本文の規定にかか

わらず、連携施設の確保に当たって、同項第3号

に係る連携協力を求めることを要しない。 

 

9 略 8 略 

10 略 9 略 

11 略 10 略 

12 略 11 略 

  

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

を提供した際は、教育・保育給付認定保護者(満3

歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者に限る。)から当該特定地域型保育に係る

利用者負担額(法第29条第3項第2号に掲げる額を

いう。)の支払を受けるものとする。 

第43条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

を提供した際は、教育・保育給付認定保護者から

当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29

条第3項第2号に掲げる額をいう。)の支払を受け

るものとする。 

2～6 略 2～6 略 

  

(運営規程) (運営規程) 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

第46条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了

に関する事項並びに特定地域型保育事業の利

用に当たっての留意事項(第39条第2項及び第3

項に規定する選考の方法を含む。) 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了

に関する事項並びに特定地域型保育事業の利

用に当たっての留意事項(第39条第2項に規定

する選考の方法を含む。) 

(8)～(11) 略 (8)～(11) 略 

  

(勤務体制の確保等) (勤務体制の確保等) 

第47条 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども

に対し、適切な特定地域型保育を提供することが

できるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の

勤務の体制を定めておかなければならない。 

第47条 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育

認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供

することができるよう、特定地域型保育事業所ご

とに職員の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業

所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によ

って特定地域型保育を提供しなければならない。

ただし、保育認定子どもに対する特定地域型保育

の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業

所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によ

って特定地域型保育を提供しなければならない。

ただし、満3歳未満保育認定子どもに対する特定

地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務

については、この限りでない。 

3 略 3 略 

  

(記録の整備) (記録の整備) 

第49条 略 第49条 略 

2 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対

する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、その完結の日から5年間保存しな

2 特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子

どもに対する特定地域型保育の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間
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ければならない。 保存しなければならない。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

  

(準用) (準用) 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条

を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条か

ら第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、

特定地域型保育事業所及び特定地域型保育につ

いて準用する。この場合において、第11条中「教

育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども(教育認定子どもを除く。

以下この節において同じ。)について」と、第14

条第1項中「施設型給付費(法第27条第1項の施設

型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育

給付費(法第29条第1項の地域型保育給付費をい

う。以下この項及び第50条において準用する第1

9条において」と、「施設型給付費の」とあるの

は「地域型保育給付費の」と、同条第2項中「特

定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域

型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」

とあるのは「地域型保育給付費」と、第23条中「運

営規程」とあるのは「第46条に規定する事業の運

営についての重要事項に関する規程」と、第25

条中「各号(幼保連携型認定こども園である特定

教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園

法第27条の2第1項各号、学校教育法第1条に規定

する幼稚園である特定教育・保育施設の職員に遭

っては、同法第28条第2項において準用する認定

こども園法第27条の2第1項各号)」とあるのは「各

号」と読み替えるものとする。 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条

を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条か

ら第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、

特定地域型保育事業所及び特定地域型保育につ

いて準用する。この場合において、第11条中「教

育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子ど

もに限り、特定満3歳以上保育認定子どもを除く。

以下この節において同じ。)について」と、第14

条第1項中「施設型給付費(法第27条第1項の施設

型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育

給付費(法第29条第1項の地域型保育給付費をい

う。以下この項及び第50条において準用する第1

9条において」と、「施設型給付費の」とあるの

は「地域型保育給付費の」と、同条第2項中「特

定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域

型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」

とあるのは「地域型保育給付費」と、第23条中「運

営規程」とあるのは「第46条に規定する事業の運

営についての重要事項に関する規程」と読み替え

るものとする。 

  

(特別利用地域型保育の基準) (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小

規模保育事業者を除く。以下この条において同

じ。)が教育認定子どもに対し特別利用地域型保

育を提供する場合には、法第46条第1項に規定す

る地域型保育事業の認可基準を遵守しなければ

ならない。 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を提

供する場合には、法第46条第1項に規定する地域

型保育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別

利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定

地域型保育事業所を現に利用している同項第3号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する満3歳未

満保育認定子ども(第52条第1項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる満3歳以上保

育認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の

規定により定められた利用定員の総数を超えな

いものとする。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別

利用地域型保育に係る法第19条第1号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用し

ている同項第3号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する満3歳未満保育認定子ども(次条第1項の

規定により特定利用地域型保育を提供する場合

にあっては、当該特定利用地域型保育の対象とな

る法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の

総数が、第37条第2項の規定により定められた利

用定員の総数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特 3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特
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改正後 改正前 

別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域

型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給

付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項

の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項及び

第52条第3項において同じ。)を、それぞれ含むも

のとして、前節(第37条第3項、第39条第3項及び

第40条第2項を除き、前条において準用する第8

条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、

第17条から第19条まで及び第23条から第33条ま

でを含む。第52条第3項において同じ。)の規定を

適用する。この場合において、第39条第2項中「利

用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校

就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る

法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども」と、

「満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育

認定子どもを除く。以下この章(第43条第1項を除

く。)において同じ。)」とあるのは「教育認定子

ども及び満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以

上保育認定子どもを除き、第52条第1項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特定利用地域型保育の対象となる満3

歳以上保育認定子どもを含む。)において同じ。)」

と、「同号」とあるのは「法第19条第3号」と、

「教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要

性が高いと認められる満3歳未満保育認定子ども

が優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特

定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法により」と、

第43条第1項中「教育・保育給付認定保護者(満3

歳未満保育認定子どもに係る教育・保育認定保護

者に限る。)」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者(特別利用地域型保育の対象となる教育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除

く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に

掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」

と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」

と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び

食事の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げる

ものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前

各項」とあるのは「前3項」とする。 

別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域

型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給

付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項

の特例地域型保育給付費をいう。次条第3項にお

いて同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節(第

40条第2項を除き、前条において準用する第8条か

ら第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第1

7条から第19条まで及び第23条から第33条までを

含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用す

る。この場合において、第39条第2項中「利用の

申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学校就学

前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第

19条第1号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満

3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定

子どもを除く。以下この章において同じ。)」と

あるのは「同号又は同条第3号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

(第52条第1項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型

保育の対象となる法第19条第2号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もを含む。)」と、「同号に掲げる小学校就学前

子ども」とあるのは「同条第3号に掲げる小学校

就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に基づ

き、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案

し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3

歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定地域型保育事業者の

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法により」と、第43条第1項中「教育・

保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給

付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる

法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保

育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法

第29条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第

30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第3項中「前2

項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3

項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」と

あるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4

項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する

費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前

3項」とする。 

  

第51条の2 特定地域型保育事業者(満三歳以上限

定小規模保育事業者に限る。以下この条において

同じ。)が教育認定子どもに対し特別利用地域型

保育を提供する場合には、法第46条第1項に規定

する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけれ

ばならない。 
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改正後 改正前 

2 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別

利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定

地域型保育事業所を現に利用している満3歳以上

保育認定子どもの総数が、第37条第3項の規定に

より定められた利用定員の数を超えないものと

する。 

 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域

型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給

付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含む

ものとして、この章(第37条第2項、第39条第2項

及び第40条第2項を除き、第50条において準用す

る第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除

く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第3

3条までを含む。)の規定を準用する。この場合に

おいて、第39条第3項中「第19条第2号」とあるの

は「第19条第1号」と、「満3歳以上保育認定子ど

も」とあるのは「教育認定子ども又は満3歳以上

保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「法第

19条第2号」と、「法第20条第4項の規定による認

定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況

を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用でき

るよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順

序により決定する方法、当該特定地域型保育事業

者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により」と、第43条第1項中「教

育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育認定保護者に限る。)」とあ

るのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地

域型保育の対象となる教育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2

項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるの

は「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第3項中

「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前

3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」と

あるのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4

項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する

費用」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前

3項」とする。 

 

  

(特定利用地域型保育の基準) (特定利用地域型保育の基準) 

第52条 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小

規模保育事業者を除く。以下この条において同

じ。)が満3歳以上保育認定子どもに対し特定利用

地域型保育を提供する場合には、法第46条第1項

に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守し

なければならない。 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第2号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を提

供する場合には、法第46条第1項に規定する地域

型保育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定
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改正後 改正前 

利用地域型保育に係る満3歳以上保育認定子ども

及び特定地域型保育事業所を現に利用している

満3歳未満保育認定子ども(第51条第1項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特別利用地域型保育の対象となる教育

認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項の規

定により定められた利用定員の総数を超えない

ものとする。 

利用地域型保育に係る法第19条第2号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用し

ている同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども(前条第1項の

規定により特別利用地域型保育を提供する場合

にあっては、当該特別利用地域型保育の対象とな

る法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の

総数が、第37条第2項の規定により定められた利

用定員の総数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域

型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給

付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含む

ものとして、前節の規定を適用する。この場合に

おいて、第43条第1項中「教育・保育給付認定保

護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育

教育・保育給付認定保護者に限る。)」とあるの

は「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型

保育の対象となる満3歳以上保育認定子ども(特

定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に係る教

育・保育給付認定保護者に限る。)」と、「法第2

9条第3項第2号に掲げる額」とあるのは「法第30

条第2項第3号の市町村が定める額」と、同条第2

項中「法第29条第3項第1号に掲げる額」とあるの

は「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第4項中

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供(特定利用地域型保育の対象となる特定満

3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳

以上保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子

どもを除く。)に係る第13条第4項第3号ア又はイ

に掲げるものを除く。)に要する費用」とする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域

型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給

付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含む

ものとして、前節の規定を適用する。この場合に

おいて、第43条第1項中「教育・保育給付認定保

護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特

定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子ども

に限る。)に係る教育・保育給付認定保護者に限

る。)」と、「法第29条第3項第2号に掲げる額」

とあるのは「法第30条第2項第3号の市町村が定め

る額」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に

掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の

額」と、同条第4項中「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保

育の対象となる特定満3歳以上保育認定子どもに

対するもの及び満3歳以上保育認定子ども(子ど

も・子育て支援法施行令第4条第1項第2号に規定

する満3歳以上保育認定こどもをいう。)に係る第

13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)

に要する費用」とする。 

   

(北広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正) 

第2条 北広島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26

年北広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。 
改正後 改正前 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、法及び

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

(平成26年厚生労働省令第61号)において使用す

る用語の例による。 

第2条 この条例において使用する用語は、法にお

いて使用する用語の例による。 

2 略 2 略 

  

(保育所等との連携) (保育所等との連携) 

第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業

を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)

を除く。以下この条、次条第1項、第14条第1項及

第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業

を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)

を除く。以下この条、次条第1項、第14条第1項及
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改正後 改正前 

び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16

条並びに第17条第1項から第3項まで並びに附則

第4項において同じ。)は、利用乳幼児に対する保

育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業

者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児

童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法

律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める

学校において行われる教育をいう。以下この条に

おいて同じ。)又は保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項(法第6条の3第10項第3号に掲

げる事業(以下「満三歳以上限定小規模保育事業」

という。)を行う事業者(以下「満三歳以上限定小

規模保育事業者」という。)にあっては、第1号及

び第2号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保

育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65

号)第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同

じ。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園をいう。以

下同じ。)又は認定こども園(同項に規定する認定

こども園をいう。以下同じ。)(以下「連携施設」

という。)を適切に確保しなければならない。た

だし、連携施設の確保が著しく困難であると市が

認める地域において家庭的保育事業等(居宅訪問

型保育事業を除く。第16条第2項第3号において同

じ。)を行う家庭的保育事業者等については、こ

の限りでない。 

び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16

条並びに第17条第1項から第3項まで並びに附則

第4項において同じ。)は、利用乳幼児に対する保

育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業

者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児

童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法

律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める

学校において行われる教育をいう。以下この条に

おいて同じ。)又は保育が継続的に提供されるよ

う、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所

(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7

条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)、

幼稚園(同項に規定する幼稚園をいう。以下同

じ。)又は認定こども園(同項に規定する認定こど

も園をいう。以下同じ。)(以下「連携施設」とい

う。)を適切に確保しなければならない。ただし、

連携施設の確保が著しく困難であると市が認め

る地域において家庭的保育事業等(居宅訪問型保

育事業を除く。第16条第2項第3号において同じ。)

を行う家庭的保育事業者等については、この限り

でない。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

(3) 当該家庭的保育事業者等(満三歳以上限定

小規模保育事業者を除く。第6項及び第7項にお

いて同じ。)により保育の提供を受けていた利

用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあ

っては、第42条に規定するその他の乳児又は幼

児に限る。以下この号及び第6項第1号において

同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、

当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、

引き続き当該連携施設において受け入れて教

育又は保育を提供すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供

を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の

利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその

他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第6

項第1号において同じ。)を、当該保育の提供の

終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の

希望に基づき、引き続き当該連携施設において

受け入れて教育又は保育を提供すること。 

2～6 略 2～6 略 

7 前項(同項第2号に該当する場合に限る。)の場合

において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1

項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定

員が20人以上のものに限る。)又は満三歳以上限

定小規模保育事業を行う事業所であって、市長が

適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に

係る連携協力を行う施設として適切に確保しな

ければならない。 

7 前項(同項第2号に該当する場合に限る。)の場合

において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1

項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定

員が20人以上のものに限る。)であって、市長が

適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に

係る連携協力を行う施設として適切に確保しな

ければならない。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

  

(家庭的保育事業所等内部の規程) (家庭的保育事業所等内部の規程) 

第18条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

第18条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する規程を定めて

おかなければならない。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 
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改正後 改正前 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員(満三

歳以上限定小規模保育事業者にあっては、満3

歳以上の幼児の利用定員) 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

(7)～(11) 略 (7)～(11) 略 

  

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、

小規模保育事業B型(満三歳以上限定小規模保育

事業を除く。)及び小規模保育事業C型(満三歳以

上限定小規模保育事業を除く。)とする。 

第27条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、

小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とす

る。 

  

(職員) (職員) 

第29条 略 第29条 略 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上

とする。 

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上

とする。 

(1)及び(2) 略 (1)及び(2) 略 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の

3第10項第2号又は第3号の規定に基づき受け入

れる場合に限る。次号において同じ。) おお

むね15人につき1人 

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の

3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合

に限る。次号において同じ。) おおむね15人

につき1人 

(4) 略 (4) 略 

3 略 3 略 

  

(利用定員) (利用定員) 

第35条 小規模保育事業所C型の利用定員は、法第6

条の3第10項第1号の規定にかかわらず、6人以上1

0人以下とする。 

第35条 小規模保育事業所C型の利用定員は、6人以

上10人以下とする。 

  

(準用) (準用) 

第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定

は、小規模型事業所内保育事業について準用す

る。この場合において、第24条中「家庭的保育事

業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保

育事業者」という。)」とあるのは「第47条第1

項に規定する小規模型事業所内保育事業を行う

者(第48条において準用する次条及び第26条にお

いて「小規模型事業所内保育事業者」という。)」

と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」と

あるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第

28条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小

規模型事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調

理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事

業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主

が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4

8条において準用する第4号において同じ。)」と

読み替えるものとする。 

第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定

は、小規模型事業所内保育事業について準用す

る。この場合において、第24条中「家庭的保育事

業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保

育事業者」という。)」とあるのは「第47条第1

項に規定する小規模型事業所内保育事業を行う

者(第48条において準用する次条及び第26条にお

いて「小規模型事業所内保育事業者」という。)」

と、第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」と

あるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第

28条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小

規模型事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調

理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事

業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主

が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4

8条において準用する第4号において同じ。)」と、

同条第4号中「次号並びに第33条第4号及び第5号」

とあるのは「第48条において準用する次号」と読

み替えるものとする。 

  

附 則 附 則 

1～3 略 1～3 略 

(連携施設に関する経過措置) (連携施設に関する経過措置) 
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改正後 改正前 

4 家庭的保育事業者等(満三歳以上限定小規模保

育事業者及び特例保育所型事業所内保育事業者

を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であ

って、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定

する事業による支援その他の必要な適切な支援

を行うことができると市が認める場合は、第6条

第1項本文の規定にかかわらず、施行日から起算

して15年を経過する日までの間、連携施設の確保

をしないことができる。 

4 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保

育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく

困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4

号に規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市が認める場合

は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、施行日

から起算して15年を経過する日までの間、連携施

設の確保をしないことができる。 

5及び6 略 5及び6 略 

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保

育事業所の職員配置に係る特例) 

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保

育事業所の職員配置に係る特例) 

7 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こど

も園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を

受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(満三

歳以上限定小規模保育事業を除く。)が不足して

いることに鑑み、当分の間、第29条第2項各号又

は第44条第2項各号に定める数の合計数が1とな

るときは、第29条第2項又は第44条第2項に規定す

る保育士の数は1人以上とすることができる。た

だし、配置される保育士の数が1人となるときは、

当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経

験を有すると市長が認める者を置かなければな

らない。 

7 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こど

も園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を

受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不

足していることに鑑み、当分の間、第29条第2項

各号又は第44条第2項各号に定める数の合計数が

1となるときは、第29条第2項又は第44条第2項に

規定する保育士の数は1人以上とすることができ

る。ただし、配置される保育士の数が1人となる

ときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知

識及び経験を有すると市長が認める者を置かな

ければならない。 

8～11 略 8～11 略 

  附 則 

この条例は、令和8年4月1日から施行する。 
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議案第３４号 

 
 

資源リサイクルセンター火災復旧工事の請負契約につい 
て 

 
 
 資源リサイクルセンター火災復旧工事の請負契約を締結するため、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和４０年広島村条例第４号）第２条の規定により議会の議決を求める。 
記 

１ 契約の目的  資源リサイクルセンター火災復旧工事 
２ 契約の金額  ３７４，０００，０００円（うち消費税及び地

方消費税３４，０００，０００円） 
３ 契約の相手方  札幌市中央区北３条西３丁目１番地５４ 

クボタ環境エンジニアリング株式会社北海道支店 

支店長 鎌田 勝幸 
 

 

  令和８年３月２日提出 

 
                北広島市長 上 野 正 三   
 
 
提案理由 
 
 資源リサイクルセンターの火災損害を現状復旧するものです。 
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第 １ 回 目

工　期

価        格

　

※　当該金額に10％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

決定業者名

契 約  金  額

消費税等の額

見　積　状　況　調　書
１

２

見 積 番 号 番工事

円（消費税含む。)

　代理人

３

４

５

件 名

見 積 年 月 日

見 積 場 所

見 積 結 果

1

資源リサイクルセンター火災復旧工事

令 和 8 年 2 月 4 日 9 時 3 0 分
予 定 価 格 3 9 0 , 5 0 0 , 0 0 0

　 　 　　

　　　　

第 ２ 回 目 第 ３ 回 目 第 ４ 回 目 備 　 考

令和1 0年 3月 1 0日から まで

円

円

円

業 者 名

340,000,000

見積書比較価格 3 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円（消費税除く。）

374,000,000

34,000,000

340,000,000

クボタ環境エンジニアリング（株）　北海道支店

決　定1

北広島市役所　4階4F会議室

契 約 締 結 の 日

50

最低制限価格 設 定 な し

予定価格事後公表

随意契約

クボタ環境エンジニアリング（株）　北海
道支店
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010764
引き出し線
【工事概要】
令和6年10月に発生した火災により損傷・焼失した資源ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰにおける設備・建屋の復旧を行うとともに、炎検知器・散水装置の増設等の火災対策強化工事を合わせて行う。

施設規模
　粗大ごみ　3.5ｔ/日
　不燃ごみ　2.5ｔ/日





 

議案第３５号 

 

 

令和７年度北広島市一般会計補正予算（第９号） 

 

 

 令和７年度北広島市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところに

よる。 

 

 （歳入歳出予算補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２９１，０００千円を増額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６，１７８，４１３千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

 

  令和８年３月２日提出 

 

                   北広島市長 上 野 正 三 
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第１表　歳入歳出予算補正

歳  入 (単位：千円)

款 項

20 繰入金 1,356,614 291,000 1,647,614

 1 基金繰入金 1,356,614 291,000 1,647,614

35,887,413 291,000 36,178,413

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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歳  出 (単位：千円)

款 項

 7 土木費 6,443,654 291,000 6,734,654

 2 道路橋梁費 2,791,527 291,000 3,082,527

35,887,413 291,000 36,178,413

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計

- 26 -



市道維持及び除雪委託
令和7年度から
令和8年度まで
　　　　　　　　　2年間以内

899,909
令和7年度から
令和8年度まで
　　　　　　　　　2年間以内

1,190,909

第２表　債務負担行為補正

（変更） （単位：千円）

事　項
補　正　前 補　正　後

期　間 限度額 期　間 限度額
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令和７年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

（一般会計補正予算第９号）

- 28 -



総括

(歳　入) (単位：千円)

款

20 繰入金 1,356,614 291,000 1,647,614

35,887,413 291,000 36,178,413

補正前の額 補 正 額 計

歳 入 合 計

- 29 -



歳入
20款 繰入金

 1項 基金繰入金 (単位：千円)

節   

目

13 財政調整基金繰入金 179,528 291,000 470,528  1 財政調整基金 291,000 財政調整基金とりくずし 291,000

繰入金

計 1,356,614 291,000 1,647,614

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

20 繰入金
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総括

(歳　出) (単位：千円)

款

 7 土木費 6,443,654 291,000 6,734,654 0 0 0 291,000

35,887,413 291,000 36,178,413 0 0 0 291,000歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 道 支 出 金 地 方 債 そ の 他

- 31 -



歳出
 7款 土木費

 2項 道路橋梁費 (単位：千円)

節       

目

 2 除雪費 943,336 291,000 1,234,336 291,000 12 委託料 291,000 除雪対策経費 291,000

委託料 291,000         

施設等維持管理委託 291,000                  

計 2,791,527 291,000 3,082,527 291,000

補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源 区 分 金 額

説 明

国道支出金 地 方 債 そ の 他

7 土木費
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債務負担行為に関する調書
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　　（単位：千円）

事　　　　項 限　度　額 　　　　　特　　定　　財　　源

期 間 金  額 期 間 金  額 国（道）支出金 地方債 その他

1,082,909

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
      又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　　　　　　

前年末までの  当該年度以降の 左  の  財  源　内　訳   

1,190,909
市道維持及び除雪委
託

1,190,909 -
 令和7

～
 令和8

-

支出（見込）額  支出（見込）額
一般財源

108,000
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